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監査結果に対する措置通知書 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じたので、通

知いたします。 

  

（対  令和６年２月１３日 付け茂監第８１号） 

   教  育  部 公民館 

監  査  結  果 

令和６年３月３１日をもって中央公民館が廃止となることから、関係部署と協議し

ながら、中央公民館自主グループの受け入れ先の調整に努め、安心して活動できる

場を迅速に確保されたい。 

 

措  置  内  容 

中央公民館が令和６年３月３１日をもって廃止となることから、これまで中央公民

館で活動していた自主グループが、他の施設でも引き続き活動できるよう、教育部

内はもとより福祉部等関係部署と協議し、東部台文化会館や福祉センターなどの活

動場所を確保した。また、福祉部所管の施設を利用するにあたり、使用料は半額減

免を受けられることになった。今後は各施設の規則に従って、自主グループの認定

を受けることになる。 

 

 

 

 


